
1 

 

 

 

 

エコアクション２１ 

 
 

活動期間（令和 5年 12月～令和 6年 11月） 

 

 

環境経営レポート 
 

 
 

 

 

令和 7年 3月 1日 

 

光安建設株式会社 

 

  



2 

 

 

 

 

 

目 次 

 
１． 組織の概要                             3頁 

 

 

２． 環境経営方針                            5頁 

 

 

３． 環境経営目標                            6頁 

 

 

４． 主要な環境経営計画                         7頁 

  

 

５． 環境経営目標の実績                         8頁 

 

 

６． 環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容         9頁 

 

 

７． 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟の有無 11頁 

 

 

８． 代表者による全体評価と見直しの結果                 12頁 

 

 

９． 次年度の環境経営目標及び環境経営計画                13頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



3 

 

１． 組織の概要 
（１） 名称及び代表社名 

光安建設株式会社 

代表取締役 光安 昭典 

 

（２） 所在地 

本社      福岡県久留米市北野町赤司１８５８ 

大刀洗営業所  福岡県三井郡大刀洗町大字春日６８０   

第３資材倉庫  福岡県三井郡大刀洗町上高橋１３３１－１ 

 

（３） 環境管理責任者氏名及び担当連絡先 

責任者  常務取締役 光安 一英 

担当者  常務取締役 光安 一英 

連絡先  TEL  ０９４２－７７－２８７０ 

     FAX  ０９４２－７７－１４９０ 

     E-mail mitu-k.k@aroma.ocn.ne.jp  

 

（４） 事業内容 

特定建設業   

許可番号    福岡県知事 許可（特－６） 第３２２３１号 

建設業の種類  土木工事業 

建築工事業 

        大工工事業 

        水道施設工事業 

        舗装工事業 

        とび・土工工事業 

        解体工事業         

 

（５） 事業規模 

年 度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

売上高 ２６６百万円 ４１８百万円 ４８１百万円 

従業員数 １７名 １７名 １９名 

本社敷地面積 ３３３㎡ ３３３㎡ ３３３㎡ 

営業所・工場敷地面積 ６９３０㎡ ６９３０㎡ ６９３０㎡ 

 

（６） 事業年度 

１２月 ～ 翌年１１月 決算 

 

（７） 法人設立年月日 

昭和４８年 ９月 

 

 

（８） 資本金 

２０００万円 

 

  

mailto:mitu-k.k@aroma.ocn.ne.jp
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（９）認証・登録の対象組織・活動 

 

 登録組織名：光安建設株式会社  

 

 対象組織 ：本社・大刀洗営業所・第３資材倉庫 

  

事業活動 ：  土木工事業 

建築工事業 

        大工工事業 

        水道施設工事業 

        舗装工事業 

        とび・土工工事業 

（１０）組織図（対象活動） 

 

 

                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

営業部 工場・運送部 

環境管理責任者 

光安 一英 

代表取締役 

光安 昭典 

ＥＡ２１委員会 

EA21事務局 

工事部 

全従業員 

 

本  社    大刀洗営業所   第３資材倉庫 

２名       １１名       ５名 

 

 

 

 

現 場 
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２． 環境経営方針 
 

 

 

 

 

【企業理念】 

当社は、原発事故を鑑みてエネルギーのあり方を考え直し、社員個々の英知と経営トップの 

強い決意により、省エネルギー企業となれるよう努力し、地球環境に配慮した事業活動を 

行なうと共に、環境経営の継続的改善を行います。 

 

【環境基本方針】 

 

１ 次の事を重点項目として取り組みます。 

 

（１） 二酸化炭素排出量の削減 

・無駄な電力消費を積極的に見直して、二酸化炭素の削減に努める。 

・車輌のエコドライブの推進を行い、また車輌の買い換えに際しては、燃費の良いエコカー

を積極的に購入検討します。 

 

（２） 産業廃棄物排出量の削減 

・再利用可能な製品を積極的に取り入れ、廃棄物については分別収集を徹底して、リサイク

ル可能な排出を行い、廃棄物の削減に努めます。 

 

（３） 水使用量の削減 

・節水に取組、地下水の利用を含む水資源の有効利用に努めます。 

 

（４） グリーン購入の推進 

・使用購入資源においては、グリーン購入・エコマーク商品購入を推進します。 

 

（５） 化学物質の管理 

・化学物質使用を把握して、適正な管理に努めます。 

 

（６） 環境に配慮した工事の推進 

・環境配慮工法の採用と、グリーン製品（建材）の購入使用に努めます。 

 

（７） その他の取組 

・地域社会への貢献と、環境保全活動に参加します。  

・社員及び、関係協力業者に周知徹底し、その活動を行いその結果をレポートして、 

提出し公表いたします。又、継続的改善に努めます。 

・事業活動においては、環境に配慮し環境関連法規とその規制を遵守します。 

 

 

 

制定 平成 23年 9月 1日 

改定 平成 28年 5月 1日 

光安建設株式会社 

代表取締役  光安 昭典 
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３． 環境経営目標      

        基準値 初年度 2 年度 3 年度 

Ｎo 環境経営目標テーマ 担当部署 単位 (※2 参照） （R6 年度） （R7 年度） （R8 年度） 

        実績値 目標値 目標値 目標値 

① 二酸化炭素排出量の削減 全体 ㎏－CO2 91,998 91,078 90,158  89,238  

        
 

△１％ △２％ △３％ 

    事業所 ㎏－CO2 64,189 63,547  62,905 62,263 

        
 

△１％ △２％ △３％ 

    現場 ㎏－CO2 27,809 27,531  27,253  26,975 

        
 

△１％ △２％ △３％ 

  電力使用量の削減 事業所 kWh 35,413 35,059  34,705  34,351 

        
 

△１％ △２％ △３％ 

    現場 kWh 0 0  0  0  

        
 

△１％ △２％ △３％ 

  ガソリン使用量の削減 事業所 Ｌ 2,906 2,877 2,848 2,819 

        
 

△１％ △２％ △３％ 

    現場 Ｌ 1,653 1,637  1,620 1,604 

        
 

△１％ △２％ △３％ 

  軽油使用量の削減 事業所 Ｌ 8,943 8,854  8,764 8,675 

        
 

△１％ △２％ △３％ 

    現場 Ｌ 16,886 16,717 16,548 16,379 

        
 

△１％ △２％ △３％ 

 廃棄物排出量の削減 事業所 t 0.09 0.09  0.08 0.08  

  一般廃棄物としての排出量削減      △１％ △２％ △３％ 

  現場 t 0 0 0  0 

       △１％ △２％ △３％ 

②  産業廃棄物としての排出量削減 事業所 t 160 158.05  156.46  154.86 

         △１％ △２％ △３％ 

    現場 t 0 0 0 0 

         △１％ △２％ △３％ 

③ 水使用量の削減 事業所 t 40 40  39 39 

  水使用量の削減     
 

△１％ △２％ △３％ 

④ 化学物質の管理             

  適時、使用品目と数量の管理 現場   適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 

  (対象 PRTR 対象物質 特定一種程度)             

⑤ 環境に配慮した工事の推進             

  環境配慮工法の採用と、グリーン製品（建材）の購入使用 現場   1 品目 1 品目 1 品目 1 品目 

⑥ その他の取組             

  教育訓練活動の実施 事業所   1 回／年 1 回／年 1 回／年 1 回／年 

  周辺環境美化活動 事業所   2 回／年 2 回／年 2 回／年 2 回／年 

  地域清掃活動への参加 事業所   1 回／年 1 回／年 1 回／年 1 回／年 

※1 ①②③の目標値は、基準年度実績値に対する削減率を示す。 

※2 基準年度の実績値は令和 3～5年度の実績値の平均値とする。  
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４． 主要な環境経営計画 
取組目標 部 署 活動項目 

１． 

二酸化炭

素排出量

の削減 

a. 電 気

使 用 量

の削減 

事業所・ 

現場 

１昼休み・退室時の電灯消灯の徹底   

２エアコン設定温度管理徹底    

３残業時間の削減検討      

４節電推進ポスターの表示     

５省エネ電灯商品への切り替え    

b. ガ ソ

リ ン ・

軽 油 ・

灯 油 使

用 量 の

削減 

事業所 

 

１暖機運転を行わない      

２アイドリングストップの実施    

３急発進急停止をしない        

４燃費の良い車への買替えの促進     

現場 １暖機運転を行わない      

２アイドリングストップの実施    

３急発進急停止をしない     

４通勤車輌は相乗りに勤め、ダンプ等現場に保管できる車輌は、通勤車に使わない 

５計画的な資材搬出入計画を立て無駄な運搬車を走らせない   

２．建設廃棄物量の

削減・リサイク

ルの推進 

事業所 

  

１材料の転用が効くような加工の工夫を行う   

２持ち帰った資材は整理仕分けを行い、廃棄物と再利用出来る物とに整理し、再利用

を推進する    

３廃棄物となる物で受け入れ可能な物は、リサイクル工場に持ち込み処理を依頼する

（木くず、鉄くず、紙等）  

４文書の電子化を進め、両面印刷を推進する、また裏紙利用を推進する   

現場 

 

１材料の転用数が上がるような加工の工夫を行う   

２廃棄物となる物で受け入れ可能な物は、リサイクル工場に持ち込み処理を依頼する

（木くず、鉄くず、コンクリがら、アスがら、残土、紙等）  

３分別収集を推進して、混載廃棄物の排出を削減する  

４文書の電子化を進め、両面印刷を推進する、また裏紙利用を推進する  

３．水資源使用量の

削減 

事業所 

 

１節水を励行し、表示する   

２寮での水の使用量を減らす   

３洗車の際は水を出し放しにしない  

現場 １節水を励行し、表示する  

２洗車の際は水を出し放しにしない   

３雨水、地下水を利用する   

４．グリーン購入の

促進 

事業所 １紙類でエコマーク製品を優先的に購入する  

２リサイクル製品の導入  

５．化学物質の管理 現場 １工事毎に、品目及び数量の把握を行い記録する  

２環境に負荷の少ない物への変更検討を随時おこなう  

６．環境に配慮した

工事の推進 

 

 

 

現場 １工事毎に事前施工検討会を行い環境に配慮した工事ができているか確認する。  

２環境に負荷の大きい工法につては、工法の検討及び変更を考える。  

３環境に配慮した製品に変更可能な製品については、積極的に導入使用する。  

７．その他の取組 

（環境保全取組実施の

向上） 

事業所 １社員、協力会社への教育訓練指導の実施  

２事務所、工場周辺の草刈り清掃活動の実施  

３地域清掃活動への参加  
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５． 環境経営目標の実績 

 
 

 
※二酸化炭素排出量削減において、九州電力の調整後排出係数は、0.389kg-CO2/kWh（R3年度九州電力）を使用し

ました。 

※達成率は、（（目標値－実績値）／目標値）＋１）＊１００で算出 
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６． 環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容 
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① 本年度特に環境へ配慮した事案 

 

★春日倉庫の照明を LED化 

 

② その他の取組 

 

★教育訓練活動の実施       

交通安全講習・安全教育・防災訓練の実施  

 

   

★周辺環境美化活動 

前面道路の除草作業２回 

 

 

筑後川河川美化作業 
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7． 環境関連法規等の遵守状況の確認および評価の結果並びに違反、訴訟の有無 
当社に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認・評価した結果、該当する法規への違反は確認されま

せんでした。また、環境関連法規の遵守に関して、関係当局からの指摘や訴訟等は発生しておりません。 

なお、関係法規改定については、年度末に環境省 HPにて、環境管理責任者が確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

環境関連法規 要求事項 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 一般廃棄物委託基準の遵守 

産業廃棄物処理の業務 

事業者の運搬基準 

記載書面 

処理基準の遵守 

保管基準の遵守 

産業廃棄物の保管 

保管の届け 

許可業者への委託 

委託基準の遵守 

管理票（マニフェスト票）の交付 

管理票（マニフェスト票）の写しの保管期間 

管理票（マニフェスト票）に関する知事への定期報告 

管理票（マニフェスト票）の写しの送付を受けるまでの期間 

投棄禁止 

焼却禁止 

建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律 

（建設リサイクル法） 

建設業を営む物の責務 

分別解体等の実施義務 

届出に係る事項の説明義務 

請負契約に係る書面の記載事項 

再資源化の実務義務 

発注者への報告等 

下請負人に対する元請け業者の指導 

騒音規制法 特定施設の設置の届出 

上記規制基準の遵守 

特定建設作業の事前届け出 

上記規制基準の遵守 

振動規制法 特定建設作業の事前届け出 

上記規制基準の遵守 

特定特殊自動車排出ガス 

の規制等に関する法律 

（オフロード法） 

使用の制限 

適応除外 

特定特殊自動車を業として使用する者が守るべき指針 

フロン排出抑制法 簡易点検の実施 

フロン引き渡し 

フロン類の放出禁止 

特定家庭用機器再商品化法（家電リ

サイクル法） 

事業者及び消費者の責務 

料金の請求 

使用済自動車の再資源化等に関する

法律 

使用済自動車の引き渡し義務 

再資源化預託金等の預託義務 
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８． 代表者による取組状況の評価と見直し結果 
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 ９．次年度の環境経営目標及び環境経営計画 

 
(１) 環境経営目標 

今期の見直し内容を考慮しつつ、令和７年度の目標は、当初予定どおり設定する。 

 (6Ｐ参照) 

   

(２) 環境経営計画 

    今期の見直し内容を考慮しつつ、今期の経営環境計画同様に計画する。 

     (7Ｐ参照) 

 

 

 

 

 


